
2026年度 公益社団法人日本看護協会代議員及び予備代議員の立候補及び推薦について 

 

公益社団法人日本看護協会（以下「日看協」という。）定款第12条並びに第14条の規程により、また、公益社

団法人京都府看護協会規程集の「公益社団法人日本看護協会代議員及び予備代議員の選出に関する規程」（以下

「規程」という。）に基づいて、2026年度の代議員及び予備代議員の立候補と推薦の受付を行います。 

なお、立候補・推薦者が定数に満たない場合、その他必要と認められる場合に、「規程」第12条第3項に基づ

き、推薦委員会が候補者の推薦を行います。以下の要領で受付を行いますので、積極的な立候補と推薦をお願い

します。 

  

１）代議員及び予備代議員の定数総数等 

⚫ 代議員の定数総数は、日看協定款細則第13条及び第15条により通知された代議員定数の16名とし、予備代

議員の定数は20名とする。 

⚫ このうち、本会理事会の推薦枠の定数は、「規程」第3条、第5条及び第7条の規程により、代議員10名、

予備代議員14名とする。 

⚫ 予備代議員14名の内訳は、次のとおりとする。 

 ・「規程」第5条第1号に関する予備代議員は、6名とする。 

 ・「規程」第5条第2号に関する予備代議員は、保健師、助産師、看護師及び准看護師各2名の計8名

とする。 

⚫ 選挙管理委員会が受付を行う立候補枠の定数は、上記「規程」第6条及び第7条の規程により、代議員6

名、予備代議員6名とし、ブロックに割り当てる。 

 

２）ブロック及び定数（下表参照） 

    

北、上京、左京ブロック          代議員１名、予備代議員１名 

   中京・右京、下京・南ブロック   代議員１名、予備代議員１名 

   東山・山科ブロック              代議員１名、予備代議員１名 

   伏見、山城ブロック              代議員１名、予備代議員１名 

   西京・向陽、口丹ブロック        代議員１名、予備代議員１名 

   中丹、北丹ブロック              代議員１名、予備代議員１名 

 

表 日本看護協会代議員・予備代議員の選出に関する規程 第6条第2項のブロック別定数 

（令和7年1月理事会決定） 

 

ブロック 地区別比率 ６人に対する比率 定数(案)

北 391

上京 1,993

左京 1,028

中京・右京 1,487

下京・南 1,116

東山・山科 2,010 2,010 12.6% 0.76 １

伏見 1,041

山城 2,257

西京・向陽 1,776

口丹 597

中丹 1,405

北丹 830

合計 15,931 100.0% 6

※　令和６年１２月末現在の会員数を基に算出

※　比率合計は端数処理している。

2,373 14.9% 0.89 １

2,235 14.0% 0.84 １

2,603 16.3% 0.98 １

3,298 20.7% 1.24 1

3,412 21.4% 1.29 1

会員数（人）



３）立候補並びに推薦の方法 

立候補される方は、本会正会員5名以上の推薦を受け、別に定める書面（別添え第1号様式：「日本看護

協会代議員・予備代議員立候補届」）により選挙管理委員会に届け出てください。 

会員が他の会員を代議員・予備代議員に推薦しようとするときは、推薦人として他4名以上の正会員の同

意を募り、被推薦人本人の承諾を得た上で、別に定める書面（別添え第2号様式：「日本看護協会代議員・

予備代議員推薦届」）により選挙管理委員会に届け出てください。 

 

４）届け出期間：2025（令和7）年3月14日（金）～3月25日(火)17時まで 

 

５）届け出用紙の提出先 

〒606-8111 京都市左京区高野泉町40-5  

公益社団法人京都府看護協会選挙管理委員会委員長 滝下幸栄 宛 

 

＜参考＞ 

代議員・予備代議員への立候補及び推薦に関しては以下のような基準を参考にしてください。 

1 看護協会の目的に沿って組織を強化・発展させるよう実践できる人 

2 会員の実情をよく知り、定められた会議に出席し、積極的に責務を遂行できる人 

3 概ね5年以上の会員歴があり、かつ、協会活動に積極的に参画した経験を有する人 

 

 


